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都市河川治水事業の 費用便益計算 

河 野 正 男 

1  公共事業の優先順位付け 

昭和 30 年以降の日本経済の 顕著な発展に 伴い，農村 

から多くの人々が 都市に流入した．その 結果，過疎過 

密問題が大きな 社会問題となった．都市の 過密問題の 

一つが，都市圏の 拡大によるスプロール 化現象であ る   

都市中心部への 管理機能， 商工業機能の 集中に よ る地 

価高騰あ るいは住環境の 悪化により，都市の 中心部の 

人口の減少，周辺部の 人口の増加により ，都市圏が拡 

大した． このことは，都市の 中小河川の洪水問題を 深 

刻 なものにした．都市 ィヒ の進展以双は ，山林や田畑で 

あ った地域が，次々と 住宅地や道路となった・ このた 

め，雨水が土壌に 浸透されにくくなり ，その大半が 排 

水路としての 都市河川に流人した． そこで，かつては ， 

洪水が発生しなかったような 降雨量でも，下流域で ， 

しばしば，洪水に 見舞われる事態が 起こるようになっ 

た・かくして ，このような 状況下にあ る都市では，河 

川の改修， 下水道の整備， 遊水油・調節池・ 分水路・ 

地下河川の構築などの 対策が実施されたのであ るⅢ   

ところで， 自治体が整備すべきインフラストラクチ 

ュア すなわち社会基盤には ，住宅，道路，上下水道， 

教育設備，清掃設備，保健・ 健康設備，公園，港湾設 

備，河川改修など 多種多様の項目があ る．一方，社会 

基盤の整備すなわち 公共事業に使用できる 財政資金は 

限られている．近年， 日本経済の成熟に 伴う経済成長 

率の低下により ，財政資金の 逼迫の度は一段と 顕著に 

なっている・そこで ，限りあ る財政資金を ，有効に使 

用するためには・ 財政資金の配分に 当たり，社会的 

ニーズを考慮し 優先順位を付ける 必要性がますます 

高くなっている．優先順位付けは ，議会の予算審議の 

中で実施されることであ るが， 議会での審議あ るいは 

その前段階であ る自治体の首長から 提案される予算案 

の策定にあ たって，優先順位を 決めるための 客観 自 りな 

判断基準が必要とされる．判断基準の 一つとして， 費 

用便益計算が 考えられる． この考えの骨子は 次のとお 

りであ る． 

特定の公共事業を 取り上げるに 当たって， まず， こ 

の事業への総投資額とこの 事業から見込まれる 便益 額 

とを算定し比較する・ 当該事業を実施するためには ， 

後者が前者を 上回っていることが 必要であ る． 次に， 

各事業について ，単位あ たり投資額から 得られる便益 

額を算出し この数値の大きい 事業から順に 優先順位 

を決めていくのであ る． 

この優先順位決定法を 現実に適用するに 当たっての 

問題点は，その 便益を金額で 算出することが 困難な公 

共事業が多いことであ る． したがって，現実には ， こ 

の方法の適用は ，便益 額 が比較的算出されやすい 事業 

に 限られざるを 得ないことを 留意する必要があ る． 

本研究では，公共事業の 費用便益計算に 関する研究 

の手始めとして ，費用便益計算の 枠組みが案の 形では 

あ るが提案され ，実践で利用されている 治水事業を取 

り上げることにした． 

2  治水事業の丈用便益計算の 枠組み 

治水事業の費用便益計算 ( 治水経済調査 ) は・一般 

にⅠ建設省河川砂防技術基準 ( 案 )J に定められてい 

る下記の手順によって 行われる (2,. 

①調査対象流量規模の 設定 

調査対象流量規模は・ 無害流量を最小， 午 費用・ 

午 便益比率が 1 と予想される 場合の流量を 最大とし 

この両者並びに 現在の改修計画の 対象流量及び 長期 

計画の対象流量を 含む原則として 5 一 6 個程度の流 

量 規模を設定する． 

②地盤高調査 

地盤高調査は ，調査対象区域を 原則として標高差 

l m 間隔に区分することに ょ 0 行 う ． 
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③氾濫水理調査 

氾濫水理調査では ，①に よ り選定した各調査対象 

流量規模に対 G する氾濫区域 ( 想定氾濫区域 ) を推 

定し更に②に 定める地盤高調査の 結果に基づいて ， 

想定氾濫区域について 等地盤高の地区別に 浸水深， 

浸水日数を推定する． 

④氾濫区域資産調査 

氾濫区域資産調査は ，想定氾濫区域内の 主要な資 

産を調査する・ 調査対象資産は ， - 般 資産 ( 家屋， 

家庭用品，事業所，農漁家の 償却資産，在庫資産 ), 

農作物，公共土木施設等 ( 河川，道路橋梁，農業用 

施設，鉄道，電信電話，電力の 各施設 ) であ る． こ 

の 調査は， 原則として等地盤高地区別に 行う   

⑤想定被害額の 算定 

流量規模 別 想定被害額は ，④に定める 氾濫区域 資 

産 調査の結果に 基づく種類別資産額に ， ③で求めた 

流量規模に対応した 推定浸水深等に 応ずる被害率を 

乗じて算出したものの 合計額として 算定する． この 

算定結果から ，流量と想定被害額との 相関 式 を作成 

し 図示する． 

⑥想定年平均被害軽減期待 額 (benefil) の算定 

あ る計画規模の 治水事業を実施する 場合の想定年 

平均被害期待 額 ( 便益 ) は ， 次のように算出する． 

すなわち， 幾 っかの流量規模を 想定しあ る流量 規 

模 と次の流量規模との 間の流量の年平均生起率を ， 

⑤で求める当該流量に 応ずる想定被害額に 乗じて当 

該流量規模の 洪水発生に よ る年平均想定被害額とし 

これを流量規模の 最小段階から 最大の流量規模の 段 

階まで順次累計することに よ り算出する． なお， 流 

量と 想定年平均被害軽減期待 額 との相関式を 図示す 

る． 

の流量規模 別 想定治水事業費 (cost) の算定 

流量規模別の 想定事業費の 算定は， あ る流量規模 

に対応できる 2 3 にするために 必要な治水事業費 

( 用地費を含む ) を算出するものであ る． なお，流 

量と治水事業費との 相関式を作成し 図示する． 

⑧治水事業の 経済効果の把握 

治水事業の経済効果は ， 次のようにして 求める． 

なお， この場合，物価の 上昇，氾濫区域内資産の 増 

加 に伴 う 被害軽減額の 増大などに配慮する 必要があ 

る 

i. ⑥に よ り想定年平均被害軽減期待 額 B を， また 

のに 2 0 流量規模 別 想定治水事業費 1 を算出 

する． 

Ⅱ． 流量規模 別 の 年 費用・ 年 便益比率 (b/c) を 算 

定し 図示する   

年 費用 二 c, 早便益 =h の計算方法は 次のとおり 

であ る． 

c= 年利子十年償却賢二 IX  (@   
二 IX 資本還元率 

h=R 一 M 

1 : 流量規模別事業費 

i ' 利子率 (4.5% とする ) 

n : 施設の耐用年数 ( 堤防方式 50 年， ダム方式 80 

年 とする ) 

M : 施設の午維持管理費 (1 の 0.5% とする ) 

B : 想定年平均被害軽減期待 額 

なお，上記算式による 算定結果は ， 次のとおりであ 

る 

堤防方式の場合 。 二 IX0.0506 

ダム方式の場合 。 二 IX0.0464 

Ⅲ． 上記算式の b/c の比が l (b/c= l ) までの治 

水投資が経済的に 妥当なものと 想定されるので。 

b/c 二 Ⅰの場合の事業費を 把握するとともに ， 当 

散事業費に相当する 計画の規模，計画高水流量。 

施設計画などを 把握する． 

3
 寝屋川流域治水事業の 費用便益計算 

。 1) 寝屋川流域の 治水事業 ", 

大阪府東部の 寝屋川流域は ，全国有数の 浸水被害の 

多いところであ る．その流域は ，東西を生駒山地と 上 

灯 台地に，南北を 大和川と淀川に ，それぞれ囲まれて 

いる．流域面積は 270km, であ り，その 83% が 低平 な 

沖積平野であ る． しかも， 河 Jll の勾配は緩く ，河口か 

ら約 20km 上流の生駒山麓まで 大阪湾の潮の 影響を受 

けている． この ょう な 低平 な土地のため ，雨水は， 自 

然の状態では ，流域の河川であ る寝屋川，第 2 寝屋川， 

愚知州，平野川等に 流れ込まないので ，下水道の ポン 

プ によって排水されている．加えて ，近年の急激な 部 

市化により，流域の 土地の保水機能および 遊水機能が 

低下したため ，治水施設があ る程度整備されてきてい 

る今日でも浸水被害が 起こっている． 

そこで，寝屋川流域の 治水環境の悪化に 対処するた 

めに，次のような 治水対策がとられている． 
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表 1  主な寝屋川流域の 過去の浸水被害 道路等の公共施設の 地下空間を利用した 新たなる 

の 建設．建設には 長年月を要するため ， 全 

区間の完成まで ，完成した部分区間を 貯留施設とし 

河川の中・上流部で 計画的に洪水を 一時貯留する よ と （ り，河川の流量負担の 軽減を図る施設の 建 

河川から離れたところに 設置され，最寄りの 水路 

や 下水道から集水することに よ り，その接続先であ 

る 河川の流量負担の 軽減を図るとともに ，周辺地域 

の 浸水被害の解消にも 寄与する治水施設の 建設   

都市化に伴う 土地の保水機能および 遊水機能の低 

下 に対 G するために，調節池，公園，学校・ 団地等 

の公共公益施設を 利用した雨水貯留施設等の 設置の 

ようなハード 面の対策および 森林・緑地の 保全， 緊 

急 時の水防・避難等のソフト 面の対策   

これらの治水対策は ，下図のように ，相互に関連 

( 資料出所 : 大阪府土木部河川 課 ) 付けられ総合的な 治水対策として 体系化される。 4)   

(2) 寝屋川流域治水事業の 費用便益計算。 ') 
①河道改修 大阪府土木部河川 課 では，寝屋川流域の 内水域を対 

流水を安全確実に 流下させるために ，河道の拡幅， 象 とする新治水計画 ( 平成 2 年一平成 21 年までの 20 年 

堤防の嵩上げ ，河床の掘下げ ，橋梁の改築等の 実施・ 間の計画 ) の経済効果 ( 費用便益 ) に関して，次の ょ 

②分水路 うな案を検討している   

寝屋川流域の 洪水を域外の 大河川 ( 淀川 ) へ 分水， ①調査対象流量規模の 設定 

放流して，本川の 流量負担の軽減を 図る新河川 ( 水 調査対象流量規模は ， 1.2, 1.5, 2, 3, 5, 10 ， 

路 ) の 建設   15,  20,  30,  50,  100,  200 および 500 の 13 個の年に 

③地下河」 l@ 関する大阪管区気象台の 確率雨量に基づいて ，降雨 

図 1  群音的な治水対策の 体系 

治水施設に 

r; 

貯留施設   

総合的な治水対策 

流域対策 保水・遊水機能保全対策 

  

水害に強い街づくり   

( 資料出所 : 大阪府土木部河川 課 ) 
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図 2  確率規模 別 降雨波形 (175) 
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表 2  資産単価表 
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( 資料出所 : 大阪府土木部河川 課 ) 

強度式を作成し 中央集中型の 降雨計画に よ り，葉 

水区別の流出計算を 実施して求める．なお ，計画流 

出率は，新治水計画で 用いている葉水区別流出率 

(f 二 0 ・ 42 一 0.80 ，平均 0 ． 60) であ る㈲． 

図 2 は， 5 年に 1 度の確率雨量の 場合の降雨波形 

Ⅰ 2 15 18 2 Ⅰ 24 
Ⅱ奇問 

( 資料出所 : 大阪府土木部河川 l 課 ) 

を 示している・ 流出計算に当たり ， この種の降雨 波 

形が m3 個想定される． 

②地盤高調査および 氾濫区域資産調査 

これらの調査では ，「昭和 53 年度淀川治水経済調 

査報告書」 ( 昭和 54 年 3 月，近畿地方建設局淀川 上 

事事務所 ) において算出された 1/4 メッシュデータ 

(23lmX285m 二 6.584ha) を使用する． 

③氾濫水理調査 

氾濫形態は貯留型を 想定し葉水区内の 地盤高の 

低い方から順次浸水するものとし 上述のメッシュ 

別に浸水深を 求める・浸水深は ，現行計画では ，一 

応現行事業認可値の 下水道施設が 完成したものと 想、 

定し現行事業認可 値 以上の集水区別流量を 浸水量 

とみなすことにより 算出される． 

④想定被害額の 算定 

氾濫水理調査，氾濫区域資産調査および 表 2 の資 

料に基づいて ，資産種類別想定被害額を 求める． 

一般資産 ( 家屋，家庭用品，事業所の 償却資産・ 

在庫資産，農漁家の 償却資産・在庫資産 ) および 農 

産物の想定被害額は ，表 2 の単価に，該当する 被害 

数量すなわち 建物面積 (m2), 世帯数，戸数，人数， 

農地面積 (loa) 等を乗じて求める㈹．また ，事業 

所の営業停止被害額として 一般資産の想定被害額の 

6%(8) が，そして公共土施設の 被害額として 一般 

資産の想定被害額の 66.1y い 9) が ，それぞれ計上さ 

れる   

現行計画および 新治水計画に よ る治水安全 度 
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表 3  洪水 規 杖刑想定被害額 
( 単位 : 百万円 ) 
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( 資料出所 : 大阪府土木部河川 課 ) 

ヨき 4  ウ業 俺 概算 

施 設 名 規模 
単 価 

事業費 
( 最大流量 )  施 設 費 葉 水 費 

寝屋川北部地下放水路 ㏄ m,/s  U.6 億円 /mv/s/kml 2 一 3 億円 /   ㎡ /s  1%3 億円 

放 南北縦断地下放水路 ㏄ 1.6   2-3  ク 696 

流 寝屋川南部地下放水路 142 1.6   2-3  ク 1202 
73 l,6   2-3  ク 9 ㏄ 

ル柵 地肌 なにわ大放水路 九条深江 線 放水路 41 l.6   2 
取 

㏄ 2 

ポンプ増強 131 4.6 億円 /m Ⅴ s  3  。 ㏄ 6   
計 --- ㏄ 0 59 ㏄ 

貯 留 施 設 
1 ㏄ 万 m3  4,5 万円 @  15 /m3 万円 /m3  2-3 億円 / ㎡ /5  19 酩 

流域対応施設 398 万 m, 2 万円 /m,   796 

ム口 計 ㏄ 93 

( 資料出所 : 大阪府土木部河川 課 ) 

(1/40) 対 G 後の洪水規模別の 想定被害額を 対照表 大幅に数値が 小さくなっている   

示したものが 表 3 であ る．表 3 中 ，右端の方の 3 概 ⑤年平均被害軽減額の 算定 

すなわち被害額，床上および 床下浸水戸数のいずれ i) 事業費の算定 

も ，各洪水規模ケースについて ，新治水計画の 方が 事業費は，下記表 4 の施設が昭和 61 年度に全て完 
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表 5  年平均被害軽減期待 頼めコ 出方法 
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( 出典 : 日本河川協会編『二双建設省河川砂防技術基準 ( 笑 ) 調査 編 』 1986 年 ) 
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成したものとして ，昭和 61 年価格で計算する   M はダム方式の 場合，事業費 (1) の 0 ． 5% と 

事業費は大別して 施設費と集水費からなり ，原則 される   

として，次の 算式によって 求められる・ 計算結果は 以上にょり，治水投資が 経済的に妥当か 否かを 知 

表 4 のとおりであ る， け 0)   るための上 ヒ率 (b/c) を求める   

事業費二施設費十集 水費二 ( 流量 X 放水路延長Ⅲ ) 

X 施設費単価 ) +  ( 流量 X 棄木 費 単価 )           
c  1X0.0464  1X0.0464 

㈹想定年平均被害軽減期待 額 (benefit) の算定 

Bene 田の算出方法の 概要については ， 2 の⑥で 

    
8,963X0.0464 403.34 

二 3.34 

紹介した・表 5 は， Benefit の具体的な算出手順を 

まとめたものであ る (,2)   純 便益 (b) の 80 年間の現在価値を 求め，それを 

表 3 の資料を利用し 表 5 の算出方法に よ り ，想 事業費㈲で割っても 同様の比率が 得られる． 寝 

定年平均被害軽減期待額の 計算をしたものが 表 6 で 犀川流域の新治水計画における 諸施設への投資㈲   

あ る   は ，十分経済効果があ るといえる   

表 6 より，年平均被害額は ，現行計画に 基づくと 以上，大阪府土木部河川 課 によって 案 として検討さ 

1,435 億円であ り，新治水計画の 治水安全 度 (1/40)  れている寝屋川流域の 治水事業に関する 経済調査 ( 費 

に基づくと 7 億円であ るから，想定年平均被害軽減 用便益計算 ) は，本稿の 2 で紹介した『建設省河川 砂 

額は，差額の 1,428 億円とされる   防 技術基準 ( 案 Ⅱの経済調査の 手順に忠実に 従って 

Ⅲ ) 費用便益の比較 いるとみることができる   

治水事業の経済効果 ( 費用便益 ) の計算方法にっ 

いては， 2 の⑧で紹介した．そこで 示された計算方 
4  稚子川流域治水事業の 技用便益計算 

法を念頭において ， 年 費用 (c) および 年 便益 (b)  (1) 稚子川流域の 治水事業。 ， 4) 

を言十 算する   雄子 川は ，源流を横浜市旭区西北端の 上川井 W 付近 

c 二年利子十年償却賢二事業費㈲ X 資本還元率 に発する二級河川であ る．流域は，旭区，保土ケ 谷区， 

利子率を 4.5% とし施設の耐用年数を 80 年とす 西区および神奈川 E にわたっている・ 流下の途中で ， 

ると，資本還元率は 0 ． 0464 となる (,3). したがって， 二俣 川 ， 中 堀川 l, 今井川等の支流を 合流し下流域で 

c 二 IX  0.0464  (1 Ⅰ 8693 億円，表 4  参照 ) は 石崎 川 ，新田間別， 派 新田間川などの 派川を分合流 

h 二年平均被害軽減期待 額 (B) 一施設の年間推 して，横浜港に 注いでいる・ 流路 延長は約 17km, 流 

持 管理費 (M) 域面積は 57.gkm2 であ る．河川勾配は ，中流の中堀川 

表 7  過去の主な洪水被害 

発生年月日 
降雨量 浸 水 被 害 

最大 持 最大日床上寝床下 浸 床上寝床下 浸 
間 降雨 雨量 水戸数水戸数水面積水面積 

mm  mm 台風 22  号 昭和 9  月 33 26 年 日 
一 戸 戸 ha  ha 

39.1  287.2  2  ， ㏄ 1 1803 ， 78 105 

集中豪雨 6  昭和 月 28  36 .29 年 日 58.2 213.4 354 684 14 75 

  安目 昭 7 和同 の 8 42.6 107.0 353 1.211 19 63 

台風 20 号の高潮 昭和 10 月 54 19  年 日 16.5  89.0  431  159  21 14 

台風 20  号 平成 9  月 2  30 年 日 48.0 178.0 396 251 15 20 

注
 

降雨については 横浜地方気象台，被害については 横浜市消防局の 資料等から作成   

( 資料出所 : 神奈川県土木部・ 横浜市下水道局 ) 
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図 3  浸水実績 図 

C 濫 この洪水 実 穏は昭和 33 年以降の 

洪水真祝 6% ね 合わせたものであ る。 

合流点付近で 1 ハ 10 と急であ るが，下流部は 緩やかで 

感 潮 区間が長い． この区間は，背後地盤が 低いため， 

ポンプ排水地区となっている． 

流域内では，相模鉄道沿線を 中心として急激に 都市 

化が全域に波及した．土中流流部では 若葉台団地や 東 

急 、 ニュウ 一 タウン等の大規模開発をはじめとした 人 Ⅱ ) 

さまざまな宅地開発，下流部では 横浜駅周辺の 都市機 

能の集中化等，河川環境が 大幅に変化した．雄子川の 

上流部は蛇行が 著しく， また下流部は 先に紹介したよ 

うに勾配が緩いために ，集中豪雨や 異常高潮時には ， 

表 7 に見られるように 全河川にわたって 浸水被害等が 

発生している．稚子川の 治水対策として ，時間雨量 

50mm の降雨量に対応できるように ， 河川の拡幅や 河 

床の掘り下げ 等が行われてきたが ，流域内の都市化の 

進展により，水害の 危険は依然として 残されている． 

そこで・雄子川水系の 治水対策に万全を 期すために， 

時間雨量 80mm 程度の降雨量に 対 G できる治水対策と 

して，図 3 のような雄子 川 分水路計画が 策定された． 

総事業費は 390 億円，計画期間は 昭和 56 年から昭和 63 

年 07 年間であ る． 

(2) 雄子川流域治水事業の 費用便益計算 

丁 建設省河川砂防技術基準 ( 案 Ⅱに ょ れば，前節 

で紹介した大阪府土木部河川 課が 試算したような 方法 

で，調査対象流量規模の 設定，地盤高調査，氾濫区域 

資産調査および 氾濫水理調査等を 行 う のが望ましい． 

惟 千川に関しては ，上記の諸調査に 関する十分な 資 

料がなりので ，簡便な方法で 調査を実施した．すなわ 

( 資料出所 : 神奈川県土木部・ 横浜市下水道局 ) 

ち ，市販の 1 ハ 500 の地図。 15) に図 3 中の過年度の 最大 

浸水被害区域を 写し この区域内の 住宅や事業所等の 

戸数を数え， これを基盤に 想定被害額の 推計を試みる 

ことにした 16). 表 8 は，平成 5 年現在での最大浸水 

被害区域内の 住宅や事業所等の 戸数であ る． 

雄子 川は ついては，昭和 33 年の台風 22 号による大災 

害を契機に，災害復旧助成事業 ( 昭和 33 年着工 ), 都 

市小河川改修事業 ( 昭和 45 年着工 ), 河川高潮改修事 

業 ( 昭和 48 年着工 ), 河川激甚対策特別緊急整備事業 

( 昭和 54 年着工 ) 等の各種の治水事業を 実施してきて 

いるので， 時間雨量 80mm の降雨量があ っても， 雄子 

川 分水路計画が 実施されない 場合の浸水被害は 過年度 

の最大浸水区域 立 と仮定する． 

次に，想定浸水区域内の 各種資産の評価額の 推計を 

打つ．， 一 、 

①家屋 

住宅および事業所の 評価額とも，次の 手順で推計 す 

る 

戸数 X 平均床面積 X lm2 当たり家屋評価額 

家屋評価額は ，住宅および 事業所とも，「治水経済 

調査要綱」の。 都道府県別家屋 1m2 当たり評価額，中の 

神奈川県の金額を 使用する㎝．平成 5 年の評価額は 

192.9 千円 /mz であ る．雄子 川 分水路の計画上の 完成 

年度の昭和 63 年度の評価額を 得るために GNP デフ 

レータ一で修正した 177.3 千円 /m2 を使用する．以下， 

戸数と平均面積を 求めることにする． 

雄子 川 分水路の計画上の 完成年度が昭和 63 年度とさ 
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表 8  想定被害区域内の 住宅・ま業所等の 戸数 の 総戸数を 103 戸とする   

家屋の種類 

住宅 
1 戸 建 
マンション 

事業所 

l 上製 1)., 

戸数 

 
 

備 考 

アパート 荘 622 戸を含む 

2325 
個人診療所組戸を 含む 

工剰 2),, 19  医療法人の病院 6 戸を含む 
金融機関 31 
学 校 11 

公共造物Ⅲ 53 
公共違例 2)  19 
寺 社 23 

*1  一棟当り平均 20 戸入居と仮定 

*2  中小規模事業所 

*3  大規模事業所 

れていることから ， この年度に作成された 地図に よ り   

推定被害戸数を 把握することが 望ましいのであ るが， 

該当する地図が 得られなかったので ，平成 5 年版の地 

図を使用した ，つまり，昭和 63 年以降，各種の 家屋数 

には変化がないものと 仮定したことになる．流域の 現 

地 調査をしたところでは ，雄子 川 周辺の平地の 想定浸 

水区域は家屋が 密集しており ，この区域の 家屋の戸数 

や家屋の種類の 割合は，将来も 大幅に変化する 可能性 

は低いと考えられる． ('8). 

i) 住宅 

表 8 より，住宅の 戸数は 6,781 (4401+119X20) 戸 

であ る・ また，平成 5 年の横浜市住宅 1 戸当たり平均 

床面積は 68.86m2 であ る (19). 

武事業所 
学校および寺社を 含む事業所は ，表 8 に基づいて， 

大規模事業所と 中小規模事業所に 分けて，戸数と 1 戸 

当たり平均床面積を 出すことにした． 

表 8 より，商業関係事業所は 2,325 戸であ る．「商業 

統計 ( 平成 3 年 ) 」に よ ると，神奈川県下では 1 戸 当 

たり平均売場面積は 73.35m2 であ る (20). この種の事 

業所の大半が 住宅と併用されていることを 考えて， 1 

戸当たり家屋の 平均床面積を ，売場面積の 1.5 倍の 

113.0m2 と仮定した． 

中小規模の工業事業所を 意味する工業 m) には，中小 

規模の公共建造物田を 加算しその総戸数を 597 戸と 

する・大規模事業所であ る 工剥 2H には，金融機関，学 

校，大規模の 公共建造物 m) および寺社を 加算して， そ 

次に， 1 戸当たり平均床面積であ るが，工業Ⅲにつ 

いては，現地調査の 折りの観察結果から ，商業と同様 

の規模とみなすことにする． 工熱 2) については，「工 

業 統計 ( 平成 2 年 ) 」により，横浜・ 横須賀工業地区 

の 1 事業所当たりの 平均建築面積 6,762.Om2 を使用す 
る (21). 

以上により，各種家屋の 評価額は次のとおりとなる   

住宅 6,781 戸 x  68.86m2x  nl7.3 千円 /m2= 

82,788,401.72 千円 

商業 2.325 戸 x  nl3.0m2x  m77.3 千円 /m2 二 

46,581,142.50 千円 

工業は )  597 戸 x  ml3.0m2x  m77.3 千円 7m2= 

11,600,207.10 千円 

工業 2@  103 戸 X  6.762.0m2X  177.3 千円 /m2 丁 

123,486,967.80 千円 

合計 264,456,719.12 千円 

②家庭用品 ( 家具 ) 

1 世帯当たりの 家庭用品評価額として ，前述の「治 

水経済調査要綱」の 平成 5 年の評価額 5.10(H 千円 / 世帯 

を GNP デフレータ一で 修正した．昭和 63 年度評価額 

4,687.6 千円 / 世帯を使用する・ 世帯数は，前記の 住宅 

6,781 戸中のアパート・ 荘 622 戸に平均 5 世帯の入居が 

あ るものとすると 3.Hlo 世帯が居住していることにな 

るので，総数 9,269 世帯であ る．かくして ，家庭用品 

全体の評価額は 次のように算出される． 

家庭用品 口 9 。 269 世帯 X 4,687.6 千円 / 世帯 二 

43,449,364.4 千円 

③事業所償却資産・ 在庫資産 

「治水経済調査要綱」には ，平成 5 年について産業 

分類別事業所従業員 1 人当たり償却資産評価額および 

在庫資産評価額が 示されている． これらの金額を 

GNP デフレータ一で 昭和 63 年度評価額に 修正した金 

額を使用する． 

a) 償却資産 

修正前評価額 修正後評価額 

商業 2 。 249 千円 / 人 2 。 067.7 千円 / 人 

( 卸売業・小売業 ) 

工業 ( 製造業 ) 4 。 828 千円 / 人 4.437.6 千円 / 人 

金融業 5,572 千円 / 人 5,121.4 千円 / 人 

( 金融・保険業 ) 

公務・サービス 業 5,572 千円 / 人 5,121.4 千円 / 人 

商業については ，「商業統計 ( 平成 3 年 ) 」より，神祭 



都市河川治水事業の 費用便益計算 ( 河野 正男 ) (425)  99 

川 県下の卸売業・ 小売業 1 事業所当たり 平均従業員数 

であ る 6.1 人を使用する。 22). 中小規模の工業事業所で 

あ る 工剥 l) は ついては，商業と 同様の 6.1 人を適用す 

る ．大規模事業所であ る王難 2) については，「工業 統 

計 ( 平成 2 年 ) 」の横浜・横須賀工業地区の 平均従業 

員数 173.9 人を使用する。 23). 表 8 中の残余の事業所で 

あ る金融機関，学校，公共建造物Ⅲ・ (2) おび 寺社にっ 

いては・平均従業員数に 関する適切な 資料を人手し 得 

なかったので ， 低 目の推計を行うという 視点から， 商 

業 と同様の従業員数の 6.1 人を適用する．償却資産の 

評価額は次のとおりであ る   

業種別償却資産評価額 

商業 6.1 人 X  2,325 事業所 X  2.067.7 千円 / 八二 

29,325,155.25 千円 

上謁 1@  6.1 人 X  544 事業所 X  4,437.6 千円 / 人 = 

14  ,725.731.84 千円 

工製 2@  173.9 人 X  19 事業所 X  4,437.6 千円 7 人 = 

14,662,274.16 ， f ・ 

金融機関 6.1 人 X  31 事業所 X  5.121.4 千円 7 人 二 

968,456.74 千円 

公務 ( 学校等 ) 6.1 人 X137 事業所 X5.121.4 千円 / 八二 

4,279,953.98 千円 

合計 63,961,571.97 千円 

b) 在庫資産 

下記の業種別従業員の 1 人当たりの在庫資産評価額 

に ，上記の業種別の 平均従業員数を 乗じて業種別在庫 

資産評価額合計を 算出する   

修正前評価額 修正後評価額 

商業 3,01(H 千円 / 人 2,766.6 千円 7 人 

( 卸売業・小売業 ) 

工業 ( 製造業 ) 3.749 千円 / 人 3,445,8 千円 / 人 

金融 545 千円 / 人 500 ． 9 千円 / 人 

( 金融業・保険業 ) 

公務・サービス 業 545 千円 / 人 500 ・ 9 千円 / 人 

業種別在庫資産評価額 

商業 6.1 人 X  2,325 事業所 X  2.766.6 千円 / 八二 

39.237,304.50 千円 

工業Ⅲ 6.1 人 X  544 事業所 X  3.445.8 千円 / 八二 

11,434,542.72 千円 

工剥 2@  173.9 人 X,19 事業所 X  3.445.8 千円 / 八二 

11,385,267.78 千円 

金融機関 6.1 人 X  31 事業所 X  500 ． 9 千円 / 八二 

94,720.19 千円 

表 9  想定浸水区域の 資産評価額 

( 単位 : 億円 ) 

項 目 資産評価額 

家 屋 2,644.62 

家庭用尺 口 434.49 

償却資産 632.62 

在庫資産 625.70 

ム ロ ・ " 口 土 4337.43 

公務 ( 学校等 )  6.1 人 X  137 事業所 X  500 ． 9 千円 / 人 = 

418.602.13 千円 

合計 62.570,437.32 千円 

以上の計算結果をまとめたものが 表 9 であ る． 

④想定被害額の 計算 

「建設省砂防技術基準 ( 案 )J では，想定被害額は ， 

一般資産 ( 家屋，家庭用品，事業所の 償却資産および 

在庫資産等 ) については，下記 表 10 。 24) の被害率を， 

等地盤 高 区別・資産種類別資産額に 乗じて算出するこ 

とになっているので ， この方法を試みることにした・ 

本研究では，昭和 33 年の 22 号台風による 浸水区域を， 

想定浸水区域としている．そこで ， 等 地盤 高 区別つま 

り床下浸水および 床上浸水の区別をするに 当たって， 

当時の資料を 使用する．表 7 より二つの区別の 基準を 

利用することができる．すなわち ，一つの基準は 床上 

浸水および床下浸水に 関わる戸数の 比であ り， もう一 

つは面積の比であ る．戸数の比は 61.3% 対 38.7% であ 

り，面積の比は 42.6% 対 57.4% であ る・表 10 より明ら 

かなように，床上浸水の 方が被害率が 高くなっており   

このため想定被害額も 大きく算定されることになる． 

この種の費用便益計算に 当たって，想定被害額の 推計 

に当たり複数の 方法があ る場合には，想定被害額が 低 

くなる方法を 選択すべきであ ると考えるので ，本研究 

では，面積の 比を利用することにする・ 

表 10 の資料を使用するに 当たり，浸水深を 決め ろけ 

ればならない．適切な 資料がないので ，最低の被害率 

を適用するという 視点から，浸水深は 50cm 未満とす 

る． さらに，家屋については ，グループを 決める必要 

があ る．先にして 記した よう に， 惟 千川の上流部の 勾 

配は 1 れ 10 とかなり急であ るが，下流部は 緩やかであ 
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ることを勘案して ， B グループとする・ 

以上により，一般資産の 想定被害額は 下記のように 

計算される． 

""" 。 

想定浸水区域の 家屋資産額 X 床下浸水率 X 被害率 

2.644.62 億円 X  0.574X  0.03 二 45.54 億円 

。 "" 。 

想定被害区域の 種類別資産額 X  床上浸水率 X  被害率 

家 屋 2.644.62 億円 X  0.426X  0.083 二 93.51 億円 

家庭用品 口 434.49 億円 X  0.426X  0.086=  15.92 億円 

償却資産 632.62 億円 X  0.426X  0.180=  48.51 億円 

在庫資産 625.70 億円 X  0.426X  0.127=  33.85 億円 

床下浸水および 床上浸水合計 237.33 億円 

[ 建設省砂防技術基準 ( 案 ) 」では，一般資産の 他 ， 

事業所の営業停止および 公共土木施設 ( 河川，道路橋 

梁，農業用施設，鉄道，電信電話，電力等の 各施設 ) 

の想定被害額の 算出に触れている (" 。 ). 

""" 。 

一般資産の被害想定額の 6 % を見積もることにしてい 

る ．すなわち， 

237.33 億円 X0.06 二 14.24 億円 

公共土木事業等 

次のいずれかの 方法で算出することとしている・ 

( ィ @ 去の被害実績を 基礎として算出する ，なお， 

この際，物価の 上昇及び 潮 蚕時点までの 施設の 

実質増を考慮する． 

坤 ) 類似の他の河川についての 流量・公共土木施設 

等被害額曲線を 参考として算出する・ 

㈹水害統計の 結果等に よ り算出される 全国の一般 

資産被害額に 対する公共土木施設等被害額の 比 

率を参考として 算出する． 

㈲公共土木施設等資産額に ，当該河川の 一般資産 

想定被害額と 一般資産額との 比率を乗じたもの 

を参考として 算出する・ 

十分な資料を 人手することができなかったので ，雄 

子 川 および寝屋川の 現地調査をした 結果により，いず 

れも大都市の 河川ということで 類似しているところが 

あ ることを考慮して ，寝屋川に関して 公共土木施設等 

想定被害額を 算定するに当たって 一般資産想定被害額 

に 適用された 66.1% を参考として ，若干 低 目の 65% を 

一般資産想定被害額に 適用することにしたい・ 

237.33 億円 X0.65 二 154.26 億円 

以上の計算により ，一般資産，営業停止および 公共 

土木施設等の 想定被害額合計は 405.83 億円になる・ こ 

のほか， 「建設省砂防技術基準 ( 案 )J では，人命救助， 

政府・地方公共団体等が 実施する応急対策費用，融資 

に対する支払利子および 運輸，通信・ 電力・水道・ガ 

ス 等の公共サービスの 供給機能の停止による 被害等も 

算定することが 望ましいとしている。 ，。 ) が ，本研究で 

は，資料不足のため ，試算をしなかった・ 

⑤費用便益の 比較 

『建設省砂防技術基準 ( 案 )J に従えば，確率雨量 

に基づく各種流量規模を 想定し，それぞれの 流量規模 

別 想定被害額を 推定しなければならないのであ るが， 

資料が得られなかったので ，時間雨量 80mm 程度の降 

雨量があ った場合の想定被害額 405.83 億円のみを算出 

した． さらに， この時間雨量は 20 年に 1 度の割合で発 

生しそれ以下の 降雨量の場合には ，既存の河川改修 

により 対 G でき，被害は 発生しないものとする・ した 

がって，想定被害額が 想定被害軽減額となる・ また， 

惟 千川分水路完成後の 維持管理費は ，総投資額の 

0 ． 5% とする． これらの仮定に よ り，稚子 川 分水路の 

80 年間の便益の 現在価値を計算すると 565.74 億円とな 

る． 

純 便益の現在価値 二 B (1/ (1 七 ) 20 十 17 (1 七 ) 40 

千 1/  (1 円 )  60 千 1/  (1 七 )  80)  一 000 ・ 51  (1/  (1 千 け 

千 1/  (1 七 )  十 …… 2 千 1/  (1 七 )  80)  二 565.74 億円 

ただし B=405.83 億円 1 二 390 億円 ゼ二 4.5% 

雄子 川 分水路計画に 対する総投資額が 390 億円とさ 

れていることから ，この計画による 便益の現在価値が 

1.45 倍上回っていることになる． 同様の計算を ，時間 

雨量 80mm の降雨が 30 年に 1 度あ るものとし，分水路 

の 耐用年数を 90 年として，実施してみると ，便益の現 

在価値は 102.50 億円であ る． この場合は，総投資額を 

下回る． 

5  今後の研究課題 

大阪府土木部河川 課 による寝屋川流域治水事業の 費 

用便益計算の 試算ならびに 筆者が行った 稚子山分水路 

に関する費用便益計算の 試算に関して ，今後検討すべ 

き課題を幾つか 指摘し結びに 代えることにしたい・ 

寝屋川流域治水事業の 費用便益計算は ， 先に指摘し 

てように， r 建設省砂防技術基準 ( 案 ) 」に沿った形で 

されており，筆者による 雅子 川 分水路の費用便益計算 

の参考になった． 

は ) 調査対象流量規模の 設定および氾濫水理調査 
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表 10 推定洪水深等に 対応する被害率 
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0 ・ 0 ㏄ 0 ・ 191 0 ・ 331 0 ・ 4 ㏄ 0 ． 690 0 ． 50 0 ． 69 

0 ． 1 ㏄ 0 ． 314 0 ． 419 0 ・ 539 0 ・ 632 0 ． 54 0 ． 63 

0 ． 127 0 ・ 276 0 ・ 379 0 ・ 479 0 ． 562 0 ．㎎ 0 ． 56 

0. 1 ㏄ 0 ． 237 0 ． 297 0 ・ 366 0 ・ 450 0.37 0 ・ 45 

0 ・ 1 ㏄ 0 ． 370 0.491 0 ． 576 0 ・ 6g2 0 ・ 58 0 ・ 69 

注 ) 1. 床上浸水 2 ㏄ cm 以上棟 数 045%, 土砂堆積㏄ cm 以 L 概数 050% は，全壊として 被害率 1 とし 別 計算して加える． 

2. 家屋の A, B, C のグループ区分は ，地盤勾配に よ る区分で， A は l/1 ㏄ 0 以下， B はけ㏄ 0 一 1/1 ㎝ 0 ， C は l/ ㏄ 0 以ビ 

であ る   

( 出典 : 日本河川協会編『二打建設省河川砂防技術基準 ( 案 ) 調査 編 』 198f 年 ; 知 

寝屋川流域治水事業のケースのように ，気象台の ( ただし家屋 lm2 当たり評価額は 都道府県別 ) のもの 

データに よ る降雨確率を 使用し，精度の 高 い 各種流量 であ るので，全国規模で ，治水事業の 費用便益計算の 

規模を設定しその 結果に基づいて 氾濫区域を定める 結果を比較する 場合には有効であ る・ しかし特定の 

という方法を 取り得ない場合，筆者が 行ったように 過 地域の治水事業の 費用便益計算を 行 う 場合には，各種 

年度の氾濫被害データ ( 被害時の降雨量，氾濫区域 資産について ，その地域の 評価額を利用することが 望 

等 ) に基づいて推計せざる 得ない・ この場合，将来， ましい．特に ，地域によって 価額に大きな 隔たりのあ 

被害をもたらすような 降雨が，計画期間中に ， どの 程 る 家屋について ，このことが 当てはまる   

度の雨量で，いかなる 年生起確率で 生じるかを見積も 被害額の算定に 当たり，各種資産について ， その 単 

ることは，それらが ，被害額の大きさに 直接反映され 位 当たり評価額が 変化しないと 仮定しているが ，長い 

るために， 重要であ る   期間中には，資産の 質の変化により ， 同種の資産の 評 

雅子川流域については ，時間雨量 80mm の降雨が 20  価額が変化するものと 考えられる・ 過年度の観察によ 

年 ないし 30 年に 1 度降り，その 氾濫区域は過年度の 最 れば，概して ，質の変化により ，単位当たり 資産の金 

大氾濫区域と 同区域と仮定した．この 仮定は，寝屋川 額は高くなっているといえよ う ・そこで，計画時点で 

流域のそれに 比較すると，大雑把なも CR つ といわざるを の単位当たり 資産評価額を ，治水施設完成年度に ，一 

得ない   定の比率で引き 上げる必要があ ろう   

(2) 氾濫区域資産調査 先に， 『建設省河川砂防技術基準 ( 案 Ⅱから引用し 

氾濫区域の資産額の 推計に当たってのポイントは ， たことであ るが，電力，水道， ガス，通信および 運輸 

住宅数および 各種事業所数とこれらが 保有する各種資 等の公共サービスが ，市民生活に 欠かせないものとな 

産の単位当たり 評価額であ る．住宅や事業所の 数を勘 っていることに 鑑み，これらのサービスの 供給機能 停 

走 するにあ たり，事業所をどの 程度の種類に 分類する 止 - に よ る評価額の算定を 試みる必要であ る   

かが大事であ る・事業所の 種類により，その 家屋， 償 (3) 総投資額への 利子の考慮 

却 資産および在庫資産の 評価額が異なってくる．稚子 治水事業の便益の 現在価値の計算に 当たっては。 利 

川流域については ，当初，住宅を 2 種，事業所を 8 種 子が考慮に入れられる・しかし 寝屋川流域および 惟 

に 分けていたが ，各種事業所の 建築面積や従業員数等 千川流域のいずれについても ，治水施設の 完成までに 

の 資料が得られないために ，最終日りには ， 4 種にまと 毎年度支出される 金額を合計した 総投資額 (8.963 億 

ぬ た． 円 ， 390 億円 ) のみが取り上げられ ，利子が考慮され 

各種資産の単位当たり 評価額は，「治水経済調査 要 いない・ダムを 建設してそれより 取水する場合の 1 車 

綱」の資料を 利用した．これらの 評価額は，全国平均 位当たり原水コストの 算定に当たっては ， ダム建設の 
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ための投資支出は 工期の 6 割の時   占で 全て行われるも の 従業員数を同グループの 総従業員数で 割った 商， 

のとし残余の 完成までの 4 割の期間の利子が 考慮に 

入れられる・それ 故 ，総事業費は 総投資額 よ り大きく 

なる・治水事業の 費用便益計算においても ，利子を考 

慮して総事業費を 算定すべきと 考える。 27), 

(4) 維持管理費の 推定 

治水事業費は 概して金額が 巨額に上るために ，相対 

的に金額が小さい 治水施設の維持管理費 は ついては注 

意が向けられることは 少ない．一般に ， ダム ゃ その他 

の治水施設の 維持管理費は 総事業費の 0.5% が使用さ 

れる・施設の 規模を問わず ，その維持管理費が 総事業 

費の 0 ・ 5% で発生することはな い ので，特定の 治水事 

業について，維持管理費が 適切に見積もれる 場合には， 

見積値を使用すべきであ る． 

ぅ
主
 1) 横浜市下水道局Ⅰ横浜市の 下水道と河」 @  横浜市， 

1994 年， 23-40 頁・大阪府土木部「土木行政の 概 

要 ( 平成 6 年度 川 大阪府， 1994, 52-55 頁．広島 

県土木建築部「土木建築行政の 概要 ( 平成 5 年 
度Ⅱ広島県， 1993 年， 87-92 頁． 

2) 建設省河川局監修， 日本河川協会編「二双 建設 

省河川砂防技術基準 ( 笑 )  調査 編 J ULl 海蛍，昭 

和 61 年， 603-609 頁． 

3) 大阪府土木部河川 課 より発行されている 下記の資 

料に依拠している・ 「寝屋川 ], 帳 屋川流域の流 
域対策』および FRIVERS INOSAKA 大阪の河 
川 ] 

4) 大阪府土木部河川課の 好意により，地下河川 ( 寝 
屋川南部地下河川・ 如実調節池 ), 遊水油 ( 寝屋 
川治水緑地 ), 河道改修 ( 佳道駅双大橋 ) 等の現 
場を案内してもらった・ また，後日，寝屋川導水 
路，寝屋川，土佐堀川，安治川からなる 寝屋川流 
域の現地調査を 実施した． 

5) 大阪府土木部河川 課 でのヒヤリンバおよび 同課 よ 

りの提供資料に 依拠している．大阪府土木部河川 
課の重ね重ねの 好意に感謝する 次第でる， また， 

広島県土木建築部河川 課 でもヒヤリンバを 行い資 
料を頂戴した 記して謝意を 表したり． 

6) 流出率は，一雨の 降水量に対する 総流出量 ( 基底 
流出量を除く ) の 比であ る． 

7) 事業所の償却資産および 在庫資産の単価は 民間 
A グループ， B グループおよび 学校公務の 3 グ 

ループの平均単価が 使用される． グループ 別 資産 

別単価は次のようにして 計算される・ 例えば，民 
間 A グループの償却資産の 平均単価 4,991 千円 / 
人は，民間 A グループに属する 産業の平均単価 

に，備考欄の 同一行の百分比 (%) をそれぞれ乗 
じて得た金額を 合算することによって 求められる   

この百分上 ヒは ，民間 A グループに属する 各産業 

る
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で
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